
 東京都立墨田特別支援学校 

学校感染症による欠席届について 

 

学校保健安全法により、「学校において予防すべき感染症」には出席停止の期間が定められています。

出席停止の期間は欠席扱いにはなりません。医師の診断・指示により登校が許可されましたら、下の 

「学校感染症による欠席届」を保護者の方が御記入の上、担任へ御提出ください。 

 

学校感染症による欠席届 

   

  小学部・中学部・高等部   年  組 氏名             

 

 下記の疾患について、  月  日に医師の診断を受けました。 

このため、  月  日から  月  日まで欠席させていましたが、集団生活に支障が

ない状態ですので、登校を再開します。 

 

疾 患 名：                  

 

受診した医療機関名：              （電話：           ） 

 

発症からの

日数 

０日目 

(発症日) 
１日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目 

月 日 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 

解熱した日 

症状軽快日 

（〇を記入） 

         

※裏面の参考「学校において予防すべき感染症の種類と出席停止期間の基準」を御確認ください。 

 

【 インフルエンザの場合 チェック☑ 】  

□ 発症後、５日を経過しました。 

□ 解熱したあと、２日を経過しました。 

 

【 新型コロナウイルス感染症の場合 チェック☑ 】 

□ 発症後（無症状の場合は、検査日から）５日を経過しました。 

□ 症状が軽快して１日を経過しました。 

 

令和  年  月  日            

 

保護者氏名                 



 


